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相続開始前に賃貸借契約があった場合の賃料の帰属

問題提起

相続開始前から賃貸の用に供された賃貸部分の所得を、相続時に、配偶者居住権
の設定により、配偶者に帰属させた場合、その所得の帰属は、所有者に帰属する
のか。配偶者に帰属するのか。
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Ⅰ 配偶者居住権の概観
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Ⅰ- 1 配偶者居住権の立法趣旨

立法趣旨

1. 配偶者の居住の確保

2. 配偶者の老後の生活の安定（老後資金の確保）

旧民法の規定によれば、遺産分割に際し、被相続人の配偶者が安定的に居住を確
保するためには、配偶者が居住し、被相続人が有していた家屋（以下、「居住建物」とい
う。）の所有権を取得する必要があった。配偶者が居住建物の所有権を取得しようとす
る場合、遺産の構成によってはそれを取得しただけで相続分に達し、遺産分割協議の
内容によっては金融資産など他の財産を取得できなくなり、住居は確保したものの老後
の生活に苦慮する事態となることもあり得た。
そこで、配偶者が配偶者居住権を取得することにより、配偶者の住居が確保され、か
つ、他に金融財産も相続させることができるため、老後の生活を安定させることが可能
となる。

（出典：堂薗幹一郎＝野口宣大編著『一問一答新しい相続法〔第２版〕』（商事法務、2020年）９頁参照。）
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Ⅰ- 2 配偶者短期居住権

概 略

1. 短期間の保有

2. 無償で使用することができる権利

配偶者短期居住権とは、配偶者が、被相続人の財産に属していた建物に相続開
始時において無償で居住の用に供していた場合、短期間の間（少なくとも６か月
間）、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、
居住建物について無償で使用することができる権利である（民法1037）。
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Ⅰ- 3 配偶者居住権

概 略

その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する

ことできる権利

配偶者居住権とは、被相続人の財産に属していた建物に配偶者が相続開始時に
居住していた場合において、遺産分割で配偶者居住権を取得するとき、又は配偶
者居住権が遺贈の目的とされたときは、その居住していた建物の全部について無
償で使用及び収益することができる権利である（民法1028①、1029）。
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Ⅰ- 3 配偶者居住権

法的性質

法的性質：賃借権類似の法定の債権

配偶者居住権は、配偶者の居住権を保護するために特に認められた権利であり、
帰属上の一身専属権である。

その法的性質については、規定上明確にはされていないが、賃借権類似の法定
の債権であると考えられる。なぜなら、配偶者は、遺産分割で配偶者居住権を取
得する場合に、自己の具体的相続分において取得することになるため、その存続
期間中賃料の支払義務を負わず、無償で使用することができるからである。ただ
し、その無償性のため、賃借権とも異なる性質を有していると考えられる。

（出典：堂薗幹一郎＝野口宣大編著『一問一答新しい相続法〔第２版〕』（商事法務、2020年）18頁参照。）
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Ⅰ- 3 配偶者居住権

その他

⚫ 存続期間：原則終身の間（民法1030）

⚫ 登記可能⇒第三者への対抗要件（民法1031）

⚫ 用法遵守義務・善管注意義務（民法1032①）

⚫ 第三者への譲渡不可（民法1032②）

⚫ 第三者への賃貸借可能（所有者の承諾が必要）（民法1032③）

⚫ 配偶者居住権の消滅（民法1035）
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Ⅰ- 3 配偶者居住権

消滅要件

①存続期間の満了（民法597①、1036）

②居住建物の所有者による消滅請求（民法1032④）

③配偶者の死亡（民法597③、1036）

④居住建物の全部滅失等（民法616の２、1036）

②居住建物の所有者による消滅請求（民法1032④）

⇒用法遵守義務・善管注意義務により所有者から消滅させること

ができる。
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Ⅰ- 4 まとめ

まとめ

配偶者短期居住権

⇒居住建物を短期間の間、無償で使用する権利

配偶者居住権

⇒居住建物の全部を無償で使用及び収益する権利

⇒賃貸借類似の法定の債権

⇒登記による第三者対抗要件あり

⇒譲渡不可

⇒第三者への賃貸可能（所有者の承諾が必要）

⇒用法遵守義務・善管注意義務による消滅あり
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Ⅱ 相続時の財産評価
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Ⅱ- 1  財産評価の方法

財産評価の方法

法定評価・・・・相続税法23条の2に規定

居住建物・・・財産基本評価通達の建物ベースに評価

敷地・・・・・・土地の上に存する権利（評価通達ベース）
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Ⅱ- 1  財産評価の方法

居住建物

居住建物・・・財産基本評価通達の建物ベースに評価

＜配偶者居住権の価額＞

＜居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合＞
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Ⅱ- 1  財産評価の方法

敷地利用権

敷地・・・・・・土地の上に存する権利（評価通達ベース）

＜配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額＞

＜居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合＞
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Ⅱ- 1  財産評価の方法

イメージ

＜配偶者居住権＞

＜居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合＞
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Ⅱ- 2  具体的な計算

設例１・・・配偶者が居住建物を取得（配偶者居住権なし）

設例２・・・配偶者居住権を設定

設例３・・・賃貸用建物に配偶者居住権を設定

設例参照
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Ⅱ- 2  具体的な計算

ポイント１：

配偶者は、配偶者居住権の設定当該居住建物の取得による相

続財産が100，000千円から42,000千円に減少。

ポイント２：

それに伴い他の相続財産を取得できる。

設例１と設例２

配偶者居住権の設定の有無
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Ⅱ- 2  具体的な計算

ポイント１：

配偶者は、配偶者居住権の対象部分となる範囲が制限される

ため、財産評価上の価値も減少（設例では半分の価値）。

ポイント２：

所有者は、賃貸借部分の賃貸料収受権を取得するため、財産

評価上の価値が増加した。

（設例では58,000千円⇒69,000千円の増加）

設例２と設例３

配偶者居住権を設定した建物の賃貸借の有無

（※別紙「相続税の財産評価のまとめ」参照）



Nagoya Tax 
Institute

20

Ⅲ 相続開始前に賃貸借契約があった
場合の課税上の問題と一考察
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Ⅲ- 1 賃料の帰属の問題と一考察

問題提起

相続開始前から賃貸の用に供された賃貸部分の所得を、相続時に、配偶者居住権
の設定により、配偶者に帰属させた場合、その所得の帰属は、所有者に帰属する
のか。配偶者に帰属するのか。
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Ⅰ- 4 まとめ

まとめ

配偶者短期居住権

⇒居住建物を短期間の間、無償で使用する権利

配偶者居住権

⇒居住建物の全部を無償で使用及び収益する権利

⇒賃貸借類似の法定の債権

⇒登記による第三者対抗要件あり

⇒譲渡不可

⇒第三者への賃貸可能（所有者の承諾が必要）

⇒用法遵守義務・善管注意義務による消滅あり
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Ⅱ- 2  具体的な計算

ポイント１：

配偶者は、配偶者居住権の対象部分となる範囲が制限される

ため、財産評価上の価値も減少（設例では半分の価値）

ポイント２：

所有者は、賃貸借部分の賃貸料収受権を取得するため、財産

評価上の価値が増加した。

（設例では58,000千円⇒69,000千円の増加）

設例２と設例３

配偶者居住権を設定した建物の賃貸借の有無

（※別紙「相続税の財産評価のまとめ」参照）
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Ⅲ- 1 賃料の帰属の問題と一考察

問題提起 賃借料の帰属は、所有者？配偶者？
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Ⅲ- 1 賃料の帰属の問題と一考察

問題提起 賃借料の帰属は、「配偶者」とする説

配偶者居住権は「その居住していた全部について無償で使用及び収益することができ

る権利」だから

⇒条文をそのまま解釈する

⇒この場合、財産評価の方法に問題がある？
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Ⅲ- 1 賃料の帰属の問題と一考察

問題提起 賃借料の帰属は、「所有者」とする説

• 配偶者居住権は「その居住していた全部について無償で使用及び収益することがで

きる権利」であるが、相続開始前に契約済みの部分に配偶者居住権の権利は及ば

ない。

• 相続税評価上も、賃借料の収受権は「所有者」に及ぶ計算になっている。
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Ⅲ- 1 賃料の帰属の問題と一考察

問題提起 賃借料の帰属は、「所有者」とする説

• 配偶者居住権は「その居住していた全部について無償で使用及び収益することがで

きる権利」であるが、相続開始前に契約済みの部分に配偶者居住権の権利は及ば

ない。

• 相続税評価上も、賃借料の収受権は「所有者」に及ぶ計算になっている。

• そもそも、遺産分割等で合意した配偶者に帰属させる「賃借料の収受権」は無効と

することができるのか？

• 所得税法12条の実質所得者課税の原則で無効？

⇒真実の所有者＝真実の賃借料収受権者は、配偶者と考えられる？

• 財産評価の方法に課題があるのか？

⇒賃借料収受権分を配偶者に含めて、相続申告すべき？
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Ⅲ- 2 必要経費の取扱い

問題提起 賃借料が配偶者に帰属した場合の必要経費

賃借料が配偶者に帰属した場合の減価償却費の取扱い

建物の所有者ではない配偶者に、建物に係る減価償却費を必要経費に算入できない。

（所有者と配偶者が生計を一にすれば、必要経費算入ができる。）

所得税法49条
居住者のその年12月31日において、有する減価償却資産につきその償却費として、
第37条の規定によりその者の不動産所得の金額（……）の計算上必要経費に算入する
金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却
の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法、その他の政令で定める償
却の方法の中からその者が、
当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金
額とする。
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Ⅲ- 3 消滅時の留意事項

問題提起 配偶者の責めで配偶者居住権消滅の留意事項

配偶者の責めによる配偶者居住権消滅の場合に、所有者から配偶者に対して配偶者

居住権相当額の対価の支払いがないときは、どのように課税されるのか？

民法1032④ 居住建物の所有者による消滅請求
居住建物の所有者は、配偶者が用法遵守義務や善管注意義務に違反した場合、居
住建物の所有者の承諾を得ずに第三者に使用及び収益をさせた場合、居住建物の
所有者の承諾を得ずに増改築した場合には、配偶者に対して相当の期間を定めて
是正の勧告を行い、その期間内に是正されないときは、配偶者に対する意思表示
をもって、配偶者居住権を消滅させることができる。

配偶者の責めによって、配偶者居住権が消滅した場合であっても、相続時の財産評価

で配偶者居住権を配偶者が取得して評価を行っているので、経済的価値の移転があっ

たものとして、譲渡所得課税又は贈与税課税される。
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配偶者居住権はまだまだ始
まったばかりの制度です。
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ご清聴ありがとうございました。










	（河合　基祐）配偶者居住権をめぐる課税上の諸問題.pdf
	スライド 1: 配偶者居住権をめぐる課税上の問題と考察 ～相続開始前に賃貸借契約があった場合の一考察～ 
	スライド 2: 相続開始前に賃貸借契約があった場合の賃料の帰属
	スライド 3: 目　　次
	スライド 4: Ⅰ　配偶者居住権の概観 
	スライド 5: Ⅰ- 1　配偶者居住権の立法趣旨
	スライド 6: Ⅰ- 2　配偶者短期居住権
	スライド 7: Ⅰ- 3　配偶者居住権
	スライド 8: Ⅰ- 3　配偶者居住権
	スライド 9: Ⅰ- 3　配偶者居住権
	スライド 10: Ⅰ- 3　配偶者居住権
	スライド 11: Ⅰ- 4　まとめ
	スライド 12: Ⅱ　相続時の財産評価 　　
	スライド 13: Ⅱ- 1  財産評価の方法
	スライド 14: Ⅱ- 1  財産評価の方法
	スライド 15: Ⅱ- 1  財産評価の方法
	スライド 16: Ⅱ- 1  財産評価の方法
	スライド 17: Ⅱ- 2  具体的な計算
	スライド 18: Ⅱ- 2  具体的な計算
	スライド 19: Ⅱ- 2  具体的な計算
	スライド 20: Ⅲ　相続開始前に賃貸借契約があった 場合の課税上の問題と一考察 　　
	スライド 21: Ⅲ- 1　賃料の帰属の問題と一考察
	スライド 22: Ⅰ- 4　まとめ
	スライド 23: Ⅱ- 2  具体的な計算
	スライド 24: Ⅲ- 1　賃料の帰属の問題と一考察
	スライド 25: Ⅲ- 1　賃料の帰属の問題と一考察
	スライド 26: Ⅲ- 1　賃料の帰属の問題と一考察
	スライド 27: Ⅲ- 1　賃料の帰属の問題と一考察
	スライド 28: Ⅲ- 2　必要経費の取扱い
	スライド 29: Ⅲ- 3　消滅時の留意事項
	スライド 30: 配偶者居住権はまだまだ始まったばかりの制度です。  
	スライド 31: ご清聴ありがとうございました。 

	（河合　基祐）配偶者居住権_設例.pdf

